
 

公 示 

 

次のとおり企画提案競技（プロポーザル方式）の募集を行います。 

 

令和８年２月 20日 

 

収支等命令者              

佐賀県教育委員会事務局  

教育総務課長 川崎 敦彦  

 

１ 業務内容 

（１）委託業務名    高校教育改革促進事業支援業務 

（２）委託業務の仕様等 別紙１「高校教育改革促進事業支援委託仕様書」による 

（３）履行期間     契約締結の日から令和９年３月 31日（水曜日）まで 

（４）履行場所     佐賀県教育委員会事務局教育総務課が指定する場所 

（５）予算上限額    ６，５５８千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

２ 参加資格に関する事項 

  本件プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であるこ 

 とを要する。 

  なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 

 

＜単独事業者の場合＞ 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者でな 

   いこと。 

（２）会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号） 

   に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（３）公募開始の日の６か月前から契約の日までの間、金融機関等において手形又は小切 

   手が不渡りとなった者でないこと。 

（４）佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている 

   者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する 

   者でないこと。 

（５）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイから 

   キまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号） 

   第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定 

   する暴力団員を言う。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目 

   的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は 

   積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

 

 

 



 

＜複数事業者による共同事業体の場合＞ 

（１）全ての構成員が上記＜単独事業者の場合＞の（１）から（５）までの条件を満たす 

   こと。 

  ※共同事業体と契約を行う場合は、共同事業体の全てを一括して契約の相手方とし、 

契約に関する責任は共同事業体の構成員すべてが負うこととする。 

また、代表となる幹事者を定めること。なお、幹事者には、委託業務に係る公募型 

プロポーザル審査会の参加に関する権限、契約に関する権限および経費の請求受領 

に関する権限を委任すること。 

（２）全て構成員は、ほかの共同事業体の構成員ではないこと。また、単独で提案を行っ 

   ていないこと。 

 

３ 契約の相手方の決定方法 

（１）事業者の選定 

   参加者によるプレゼンテーションの後、審査会において企画提案書の内容を総合的 

  に審査して、最も優秀な提案を行ったものを選定する。 

（２）選定基準 

   審査は、別紙２「審査基準」に基づく評価により行う。 

（３）通知方法 

   審査結果は、文書により全ての参加者に通知する。  

※電話等による問合せには応じない。 

 

４ 手続等に関する事項 

（１）担当 

   佐賀県教育委員会事務局教育総務課 総務調整担当 

    住所：〒840-8570 佐賀市城内 1-1-59 旧館２階 

    電話：0952-25-7398 

    FAX番号：0952-25-7281 

    電子メールアドレス：kyouiku-soumu@pref.saga.lg.jp 

（２）関係書類の交付期間及び方法 

   令和８年２月２０日（金曜日）から同年３月６日（金曜日）まで佐賀県ホームペー 

ジに掲載する。 

 

５ 事前説明会 

実施しない。 

 

６ 参加資格の確認 

  本件プロポーザルに参加を希望する者は、別紙様式１－１又は１－２「参加資格確認 

申込書」に関係資料を添付のうえ、４（１）の担当に持参又は郵送し、参加資格の確認 

を受けること。 

（１）提出期限 令和８年３月６日（金曜日）17時まで 

（２）参加資格の確認結果は、令和８年３月 11日（水曜日）までにメールで通知する。 

（３）提出資料 

  ア 別紙様式１－１又は１－２「公募型プロポーザル参加資格確認申込書」１部 

  イ 別紙様式２「共同事業体協定書」１部 ※共同事業体の場合のみ 

  ウ 別紙様式３「実績書」６部 ※該当がある場合のみ 

  エ 別紙様式４「会社概要」６部 

  オ 別紙様式５「誓約書」１部 

（４）提出方法  

  持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限る）により提出すること。 

 



 

７ 質問書の受付及び回答 

（１）受付期間 令和８年２月 20日（金曜日）から 

令和８年３月６日（金曜日）17時まで 

（２）受付方法 別紙様式６「質問書」は、持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る 

場合に限る）、電子メールにより受付を行う。FAX、電子メールによ 

り送信を行った場合は、担当課に質問書が到達したことを確認すること。 

       ※電話による質問に対しては回答しないこととする。  

（３）受付場所 ４（１）の担当と同じ。 

（４）回答方法 受付期間に寄せられた質問に対する回答については、質問者及び同日ま 

でに別紙様式１－１又は１－２「公募型プロポーザル参加資格確認申込 

書」を提出した者あて、メールにて回答する。 

 

８ 提案書の提出 

関係資料を添付のうえ、４（１）の担当に持参又は郵送すること。 

（１）提案書の内容は、別紙１「高校教育改革促進事業支援業務委託仕様書」の「５ 業

務内容（１）～（４）」に記載の業務に対する提案のほか、下記の内容を盛り込むもの

とする。 

  ア 業務実施にあたっての基本的な考え方 

  イ 業務実施体制 

ウ 業務スケジュール 

  エ 見積金額 

（２）提出期限   令和８年３月 17日（火曜日）17時まで 

※郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。 

（３）提出書類 

  ア 企画提案書（任意様式）６部 

    ※１参加者につき１提案までとする。 

    ※各ページに通し番号をふり、「高校教育改革促進事業支援業務委託企画提案書」

と記載した表紙を付けること。 

    ※本公示８（１）に沿って記載すること。（様式の指定はない。） 

  イ 見積書（任意様式）６部（原本１部、写し５部） 

    ※本公示１（５）の予算額を上限金額とし、見積額（税込）及びその明細につい 

     て記載すること。 

    ※宛名は「佐賀県教育委員会事務局教育総務課長」とすること。 

    ※別紙１「高校教育改革促進事業支援業務委託仕様書」の「５ 業務内容（１）

～（４）」の小項目ごとの金額が分かるように作成すること。 

    ※各項目の具体的な内訳や算定根拠等が分かるように作成すること。 

     （「○○千円×１式」のように、金額をまとめないこと。） 

（４）企画提案書作成時の留意点 

  提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 

  提出された企画提案書は返却しない。 

  なお、提出された資料については、本業務に関する目的以外には使用しない。 

 

９ プレゼンテーションの日時及び場所（予定） 

（１）日時 令和８年３月 23日(月曜日) 午後 

（２）場所 佐賀県庁新館６階  61号会議室（佐賀市城内 1-1-59） 

（３）備考  

  ※時間や場所については、参加者に参加資格確認結果とあわせて、後日連絡する。 

※プロジェクター及びスクリーンは県で用意するので、使用を希望する場合は、事前 

に担当者まで連絡すること。ただし、パソコン等は参加者で準備すること。 

 



 

10 業務の契約 

（１）プレゼンテーション後、公募型プロポーザル審査会を経て選定された最優秀者と担 

当は、企画提案の内容をもとにして、業務の履行に必要な履行条件などの協議と調整 

を行い、協議が成立した場合には、本業務に係る随意契約を締結する。この場合にお 

いて、改めて仕様書を作成し、見積書の提出を求めることがある。 

（２）最低基準点以上の点数を得たものの中から評価点の最も高い者を最優秀提案者とす 

る。なお、最優秀提案者となるべき評価点の最も高い者が２人以上あるときは、業務 

実施能力が高い者を最優秀提案者とする。 

（３）企画提案書は、あくまでも契約の相手方を選定するための資料であり、その内容は 

  尊重するが、必ずしもその内容に限定されないものとする。 

（４）最優秀者との協議が不調となった場合には、最低基準点以上の点数を得たもののう 

ち、次点者を随意契約の協議の相手方とする。 

（５）業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならな 

  いこととする。 

   また、主たる部分以外の業務などの一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合 

  は、あらかじめ発注者の承諾を得ることとする。 

 

11 評価に関する事項 

（１）評価基準は、別紙２「審査基準」のとおりとする。 

（２）提案書の内容に未記入箇所がある場合や、添付資料等の不備により記載内容が確認 

できない場合は、該当する評価項目は０点とする。 

（３）評価基準には、提案内容の水準を確保するため、最低基準点を定める。 

 

12 その他 

（１）契約保証金 

  ア 契約締結の際に、契約金額の 100分の 10以上に相当する金額を納付すること。 

  イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第 116条の規定に基づき、担保を供 

    することができる。 

  ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。 

(ｱ) 県を被保険者とする履行保証保険契約（見積金額の 100分の 10以上）を締結し、

その証書を提出する場合 

(ｲ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、

これらのうち過去２年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有し

ており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ

る場合 

（２）見積書について 

  見積書に記載する金額は、見積もった契約希望額（消費税及び地方消費税額を含む金 

 額）とする。 

（３）失格要件 

  次のいずれかに該当する場合の提案は無効とする。 

  ア 参加する資格のない者が行った場合 

  イ 本件プロポーザル手続について不正行為を行なった場合 

  ウ 見積書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した場合 

  エ １人で２以上の提案をした場合 

  オ 代理人でその資格のない場合 

  カ 提案書の重要事項が適切に記述されていない場合 

  キ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合 

  ク 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した場合 

 

 



 

（４）プロポーザル手続の中止 

   次の各号のいずれかに該当する場合は、本件プロポーザル手続を中止する。この場 

  合の損害は参加者の負担とする。 

  ア 参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、本手続を公正に執行 

   することができないと認められるとき。 

  イ 天災その他やむを得ない理由により、本手続を行うことができないとき。 

（５）参加者に求められる義務 

参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなけれ 

ばならない。 

なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。 

（６）実施スケジュール（一部予定含む） 

内容 日時・締切 

佐賀県ホームページでの公募開始 令和８年２月20日（金曜日） 

・別紙様式１－１又は１－２「参加資格確認申込書」 

・別紙様式２「共同事業体協定書」 

・別紙様式３「実績書」 

・別紙様式４「会社概要」 

・別紙様式５「誓約書」 

・別紙様式６「質問書」       提出期限 

令和８年３月６日（金曜日）17時 

提案書提出期限 令和８年３月17日（火曜日）17時 

公募型プロポーザル審査会 令和８年３月23日（月曜日）午後 

受託予定者決定通知 令和８年３月25日（水曜日）予定 
 
（７）留意事項 

  ア 参加申込書の提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（任意様式） 

   を提出することとする。 

  イ 提案書の作成に要した費用、その他参加に要した経費については参加者の負担と 

   する。 

  ウ 企画に際して、第三者が所有する素材等を用いる場合は著作権処理等を行うほか、 

   契約の相手方として採用されないこともある点に十分留意し、関係者とトラブルの 

   ないようにする。 

  エ 天災その他やむを得ない理由によりプロポーザル手続きを行うことができないと 

   き、手続きを中止する。この場合の損害は、参加者の負担とする。 

  オ この公示に掲げる手続きは、令和８年２月定例県議会において、当該委託業務の 

予算が成立しない場合は中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公示を 

行う。 

（８）遵守事項 

   受託業者は、本業務の目的や内容を十分に理解した上で高校教育改革促進事業支援

業務委託実施のため、受託業者の持つ最高の技術を駆使するとともに、発注者と協力

しながら、誠実に業務を実施することとする。 

   また、業務の実施に当たっては、関連する法律等を遵守することとする。 


